


（裏面） 

１ 罹災証明書等について 
被災した横浜市内の物件の被害程度又は被害の有無等について、書面により証明します。 

証明書の種類 証明内容 申請期限 

罹災証明書 住家の被害の程度 被災した日から原則６か月(市内に甚
大な被害が生じている場合は延長) 被災非住家建物証明書 非住家建物の被害の有無 

被災届出証明書 
建物以外の物件に被害があった
事実を申請者が届け出たこと 

なし 

・住家 …被災時に申請者が居住している建物：持家、借家等 
・非住家建物 …被災時に申請者が居住していない建物：倉庫、事務所、貸家等 
・建物以外の物件…車両、家財、物置、家具等

※建物であっても、申請期限を過ぎた場合や災害による被害を確認できない場合は、被災届出証明
書を申請してください。

※被害を確認できない場合や交付要件に該当しない場合は、証明書を交付しない又は申請とは異な
る種類の証明書を交付することがありまます。

２ 被害の確認及び判定方法 

(1) 罹災証明書…市職員等が「被害認定調査（現地調査）」を行い、以下の損害割合から被害程度

を判定します。 

なお、「準半壊に至らない（一部損壊）」の判定に同意した場合は、現地調査を省 

略し、写真のみで判定します。 

＜被害の程度＞ 全壊 大規模半壊 中規模半壊 半壊 準半壊 
準半壊に至らない 

（一部損壊） 

＜損害割合＞ 50％以上 
40％以上 
50％未満 

30％以上 
40％未満 

20％以上 
30％未満 

10％以上 
20％未満 

10％未満 

(2) 被災非住家建物証明書…市職員等が写真又は現地で、被害の有無を確認します。
（被害程度の判定は行いません） 

(3) 被災届出証明書…被害程度の判定や被害の確認は行いません。

３ 委任状 
申請者と被災者（証明書が必要な方）が異なる場合は、申請の際に、委任状が必要です。 

委任状 

受任者（代理人） 住所 

氏名 

私は上記のものを代理人と定め、次の権限を委任します。 

委任事項

□その他

委任者（被災者） 住所 

氏名 印 

※本人の署名又は記名押印（法人の場合は社印可）をしてください。




